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１．はじめに 

米国特許プロセキューションにおける IDS（Information Disclosure Statement）の提出は、提

出時期に応じて要件／提出物が異なります。 

 

たとえば、現行の IDS規則によれば、Final OA又は Notice of Allowance発行までの場合であ

れば、所定の庁費用（official fee）の支払と、37 CFR 1.97(e)(1)に規定の"statement"の提出とが

必要となります。 

 

また、Issue Feeの納付後であって特許発行までの間に、情報を審査官に考慮してもらうため

には、QPID試行プログラムへの参加、継続出願、又は、RCE手続が必要となります。このよう

な手続を行った場合、最終的に特許が発行されるまでに要する時間は長くなります。また、継続

出願や RCE手続の件数が多くなり、未審査滞貨の増加が懸念されます。 

 

このような状況下で、このたび、USPTO は、庁費用の改定案を公表し、特許関連の一部の費

用（patent fees）を値上げすると共に、当該値上げに伴う IDS規則の改定を併せて提案していま

す。 

 

庁費用の値上げに伴う IDS規則の一部改定案について、以下に説明します。 
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